
 

にっぽうニュース      （令和5年6月5日） 
①  特許になるもの、ならないもの 

 

ゴルフボールの打ち方 

 

 

 

 

                          個人の技能は 

                          発明に該当しない 

ゴルフ養成ギブス 

ゴルフの練習ができるただの傘 

 

 

 

 

                       新たな工夫がなければ 

                       新規性・進歩性なし 

ゴルフ練習装置 

ゴルフで腰などを痛めた人の治療方法 

 

 

 

 

                        人道上広く開放すべき 

                        産業に該当しない扱い 

ゴルフボールが当たった動物の治療方法 

ゴルフ場経営のビジネス方法 

 

 

 

 

                         ビジネスモデル自体は 

                         単なる人為的取決め 

ゴルフ場利用管理システム 

たまに例外があったりします。                            ○は新規性・進歩性があったとした場合となります。 

 


